
伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  令和２年１１月３０日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第３２号 

伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１

７年伊勢崎市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に

改める。 

第２条 伊勢崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２０」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４

月１日から施行する。 

 

 

 

伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  令和２年１１月３０日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第３３号 



伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に

改める。 

第２条 伊勢崎市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第５条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２０」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４

月１日から施行する。 

 

 

 

伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和２年１１月３０日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第３４号 

伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」

に、「１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改める。 

第２条 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第２２条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．



５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４

月１日から施行する。 

 

 


